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   Ｂ６５Ｄ  75/30     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  75/58     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｄ  75/30    　　　Ａ
   Ｂ６５Ｄ  75/58    　　　　
   Ｂ６５Ｄ  75/62    　　　Ｂ
   Ｂ６５Ｄ  81/20    　　　Ｋ
   Ｂ６５Ｄ  65/28    　　　　
   Ｂ６５Ｄ  65/30    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月22日(2009.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装の製造方法であって、
　ミシン目状切れ目がそこを通っている第１層を提供する工程と、
　第２層を提供する工程と、
　可剥性封止部を備える接着領域を生成するために、封止プロセスによって前記第１層を
前記第２層に取り付ける工程と、
　前記第１及び第２層の両方を通り、前記第１層の前記ミシン目状切れ目を少なくとも一
度横断する横断線状切れ目を施して、前記第１層に少なくとも２つの接着区分を形成する
工程と、を含み、
　前記封止プロセスによって生成された少なくとも１つの接着区分が、前記ミシン目状切
れ目及び前記横断線状切れ目によって規定されるタブを形成し、
　前記ミシン目状切れ目に隣接した前記第１及び第２層の少なくとも一部が非接着である
方法。
【請求項２】
　包装であって、
　ミシン目状切れ目がそこを通っている第１層と、
　可剥性封止部によって接着領域で前記第１層に取り付けられた第２層と、
　前記第１及び第２層の両方を通り、前記第１層の前記ミシン目状切れ目を少なくとも一
度横断してタブを形成する横断線状切れ目と、
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　前記ミシン目状切れ目及び前記横断線状切れ目によって生成される前記タブ内に含まれ
る前記接着領域内の少なくとも１つの接着区画区分と、を備え、
　前記横断線状切れ目及び前記ミシン目状切れ目から形成された前記第１層が、前記第２
層の前記接着区分上で保持され、
　前記ミシン目状切れ目に隣接した前記第１層及び第２層の少なくとも一部が非接着であ
る包装。
【請求項３】
　包装であって、
　ミシン目状切れ目がそこを通っている第１層と、
　可剥性封止部によって接着領域内で前記第１層に取り付けられた第２層と、
　前記第１及び第２層の両方を通り、前記第１層の前記ミシン目状切れ目を横切って、少
なくとも２つの個別接着部分を形成する横断線状切れ目と、を備え、
　前記第１層の前記少なくとも２つの個別接着部分が前記第２層に接着される包装。
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